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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 34(オ)692 原審裁判所名 大阪高等裁判所 

事件名 家屋明渡請求 原審事件番号  

裁判年月日 昭和 37 年 12 月 25 日 原審裁判年月日 昭和 34 年 4 月 14 日 

法廷名 最高裁判所第三小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 16 巻 12 号 2455 頁   

 

判示事項 家屋賃借人の事実上の養子として待遇されていた者が賃借人の死後において家

屋に居住できるとされた事例。 

裁判要旨 家屋賃借人の事実上の養子として待遇されていた者が賃借人の死後も引き続き

家屋に居住する場合、賃借人の相続人らにおいて養子を遺産の事実上の承継者

と認め、祖先の祭祀も同人に行わせる等（当審判決理由参照）の事情があると

きは、その者は、家屋の居住につき、相続人らの賃借権を援用して賃貸人に対

抗することができる。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人安藤真一、同奥村孝の上告理由第一点について。 

記録を調査するも、上告人が借家法一条の二所定の正当事由に基く本件家屋賃貸借の解約の

申入を主張した事跡はまつたくない。論旨は、原審において主張せざる事実を主張したものの

ごとくいつて、原判決に所論違法があると非難するにすぎないものであるから、これを採用し

得ない。 

同第二、三点について。 

亡Ｄの有していた本件家屋の賃借権は、同人の死亡による相続により、原判示Ｅ外五名の相

続人等に承継された旨の原審の判断は正当である。また、原審が確定したところによれば、被

上告人は、昭和一七年四月以来琴師匠のＤの内弟子となつて本件家屋に同居してきたが、年を

経るに従い子のなかつたＤは、被上告人を養子とする心組を固めるにいたり、晩年にはその間

柄は師弟というよりはまつたく事実上の母子の関係に発展し、周囲もこれを認め、Ｄ死亡の際

も、別に相続人はあつたが親族一同諒承のもとに、被上告人を喪主として葬儀を行わせ、Ｄの

遺産はすべてそのまま被上告人の所有と認め、同人の祖先の祭祀も被上告人が受け継ぎ行う

こととなり、Ｄの芸名Ｆの襲名も許されたというのであり、叙上の事実関係のもとにおいて

は、被上告人はＤを中心とする家族共同体の一員として、上告人に対しＤの賃借権を援用し本

件家屋に居住する権利を対抗しえたのであり、この法律関係は、Ｄが死亡し同人の相続人等が

本件家屋の賃借権を承継した以後においても変りがないものというべきであり、結局これと

同趣旨に出た原審の判断は、正当として是認できる。 

叙上に反する論旨は独自の見解であるから採用できない。 
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同第四点について。 

判示無断転貸を理由とする解除の意思表示は賃借人でない被上告人に宛ててなされたもの

であるから効力を生じない旨の原審の判断は正当である。所論被上告人による賃料支払の事

実は、原審の認定しないところであり、また、原審の認定した事実関係から被上告人が解除の

意思表示を受領する代理権を有していたと解しなければならないものではない。 

論旨は、これを採用できない。 

同第五点について。 

訴外Ｇが本件家屋に居住するにいたつた経緯およびその使用状況など原判示事実関係のも

とにおいては、同人は本件家屋の独立の占有者ではなく、被上告人が同人を居住せしめたこと

をもつて転貸とは認められないとした原判決には、所論のごとき違法はないから、論旨は、こ

れを採用できない。 

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す

る。 

（裁判長裁判官 石坂修一 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 五鬼上堅磐 

裁判官 横田正俊） 

 

 

※参考：判例タイムズ 0148 号 88 頁、判例時報 327 号 34 頁 

 


